
議案第20号
三朝町職員の再任用に関する条例の設定について

次のとおり三朝町職員の再任用に関する条例を設定することについて､地方自治法

(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成13年3月9日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 3年3322日原審可決
三朝町議各議長恩昇　や音

三朝町条例第　　号

三朝町職員の再任用に関する条例

(趣旨)

第1条　この条例は､地方公務員法(昭和25年法律第261号｡以下｢法｣という｡)第

28条の4第1項､同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第

3項において準用する場合を含む｡)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律

(平成11年法律第107号｡附則第2条において｢改正法｣という｡)附則第5条及

び第6条の規定に基づき､職員の再任用(法第28条の4第1項､第28条の5第1

項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう｡以下同

じ.)に関し必要な事項を定めるものとするo

(定年退職者に準ずるもの)

第2条　法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間

等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した音叉は法第28条の3の規

定により勤務した後退職した者に準ずるものとして再任用を行うことができる者は､

次の各号に掲げるものとする｡

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を

経過する日までの間にあるもの｡

(2)前号に該当する者として再任用されたことがある者(前号に掲げる者を除く｡)

(任期の更新)

第3条　再任用の任期の更新は､職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好で

ある場合に行うことができるものとする｡

2　任命権者は､再任用の任期の更新を行う場合には､あらかじめ職員の同意を得なけ

ればならない｡

(任期の末日)

第4条　次の表の左欄に掲げる者に係る再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を

行う場合の任期の末日は､同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ､それぞれ同表の右

欄に定める年齢にその者が達する日以後における最初の3月31日以前でなければな

らない｡

地方公務員粥共組合削昭和37年踊

第152割附臓25条の2第1項第1号

平成13年4月1日から平成16年3月31日まで

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで



に規定する配管素敵等似下目醍警 報矧か､う再ある者跡の者 特定警察願等 兌ﾙ�ﾃ�僖紿ﾈ��?ｨ*�.y[ﾙ�ﾃ#)D�8ﾈ�3�?ｨ-ﾈ,R�63年 

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 田ID��

平成25年4月1日から 田YD��

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 田�D��

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 田)D��

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 田9D��

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 田ID��

平成31年4月1日から 田YD��

附　則

(施行期日)

1この条例は､平成13年4月1日から施行する｡

(特定警察職員等-の適用期日)

2　特定警察職員等である者については､平成19年4月1日から､改正法第1条の規

定による改正後の法第28条の4から第28条の6までの規定及びこの条例第2条から

第4条までの規定を適用する｡


